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１ 本日の説明事項【概要】 精神科指定病院の指定について

精神科指定病院とは…
○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下、精神保健福祉法
という。）第19条の８に基づき、知事等が指定した病院であり、措
置入院患者を入院させることができる施設のことを指す。

○ 国⼜は都道府県⽴の精神科病院（独⽴⾏政法⼈を含む。）⼜は指定
病院以外で措置入院患者を入院させることはできない。
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本日の説明事項【概要】 精神科指定病院の指定について

※精神保健福祉法第19条の８
第19条の８ 都道府県知事は、国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外
の地⽅公共団体が設⽴した地⽅独⽴⾏政法⼈（以下「国等」という。）以外の者が設置した精
神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の
同意を得て、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設（以下「指定病院」という。）とし
て指定することができる。

（参考）神奈川県内の精神科指定病院（18病院）

湘南病院、福井記念病院、藤沢病院、けやきの森病院、平塚病院、富士見台病院、
丹沢病院、秦野厚生病院、秦野病院、みくるべ病院、愛光病院、大和病院、
相模台病院、相州病院、清川遠寿病院、曽我病院、国府津病院、湘南東部総合病院
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２ 指定の基準 精神科指定病院の指定について

○ 本県では、知事が指定病院の指定を⾏うときは、「神奈川県精神科
病院指定基準」（以下、指定基準という。）によるものとしている。

（参考資料１）
○ この指定基準において、医師及び看護師等の定数は、精神保健福祉
法第１９条の８の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準
（参考資料１参照）に従うこととしている。
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３ 指定期限及び更新 精神科指定病院の指定について

○ 指定病院の指定は、指定基準の（10）により、「原則として３年
の期限を付して指定し、３年ごとに⾒直しを⾏い、更新する。」こと
としている。

○ また、「知事は、指定病院を指定するときは、神奈川県精神保健福
祉審議会に諮問し、その答申を踏まえて、決定する。」としている。
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４ 令和５年４⽉〜の指定病院 精神科指定病院の指定について

○ このたび、令和２年４⽉１日から令和５年３⽉３１日までの期限で
指定をしている１８病院から指定病院の更新申請があった。

○ 申請があった１８病院について、書類審査を⾏ったところ、指定基
準を満たしていることを確認した（資料５参照）。

○ 令和５年４⽉１日から令和８年３⽉３１日における指定病院につい
て、この１８病院を指定することとしたい。



7

説明は以上です。


